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次のいずれかに該当する
・新たな事業は、特定新技術補助金または地方公共団体の技術開発に係る
補助金の交付決定を受けて開発した技術を利用して行う事業である

・新たな事業は、国の技術ニーズに関するフィージビリティスタディ調査等を
踏まえて研究開発に取り組む事業である

（注）本資料は、新事業育成資金のうち一部を抜粋しております。
　　　特別利率①、特別利率②および特別利率③は3.0％を上限とします。
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